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平成２７年 ９月２８日 

宗像市議会 

議 長 吉 田 益 美 様 

総務常任委員会 

委員長 神谷 建一 

 

 

委員会審査報告書  

 

本委員会に付託された事件の審査結果を宗像市議会会議規則第１１０

条の規定により報告します。 

 

記 

 

第 74号議案 宗像市附属機関設置条例の一部を改正する条例につい

て 

 

本案は、地方自治法の規定に基づき、新たに２つの附属機関を設置し、

４つを廃止、１つの事務内容について追加するものである。 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 宗像市総合計画審議会 

・第二次宗像市総合計画策定に関する調査審議が終了したため、廃止する

もの。 

２ 宗像市情報公開・個人情報保護審査会 

・宗像市特定個人情報保護条例の施行に伴い、同条例に基づく開示等の決

定に関する不服申立ての審査事務を追加するもの。 

３ 宗像市空き地・空き家等対策審議会 

４ 宗像市空家等対策協議会 

・空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「特別措置法」という。）

の施行に伴い、宗像市空き家等の適正管理に関する条例を廃止したため、

宗像市空き地・空き家等対策審議会を廃止するとともに、特別措置法に

基づく宗像市空家等対策協議会を設置するもの。 

・委員は１０人以内で組織し、国のガイドライン等に基づいて弁護士、司

法書士等の中から市で選定する。 

４ 宗像市立地適正化計画策定委員会 

・立地適正化計画策定に関する調査審議を行うために設置するもの。 

・都市計画マスタープランの都市像に位置付けているまちづくりを進める

ために、都市全体の視点から住宅及び都市機能を増進する施設の立地の

適正化を図るための計画を策定する。 

・委員は１２人以内で組織し、知識経験を有する者として、都市計画審議

会会長、交通・都市計画・福祉分野の学識経験者、各種団体代表として

鉄道・交通関係事業者、商工会、観光協会、コミュニティ運営協議会、

市民代表として２人、関係行政機関の職員として福岡県の都市計画課長

などを想定している。 

５ 宗像市国土利用計画及び都市計画マスタープラン審議会 

・国土利用計画及び都市計画マスタープラン策定に関する調査審議が終了

したため、廃止するもの。 

６ 宗像市住生活基本計画策定委員会 

・住生活基本計画策定に関する調査審議が終了したため、廃止するもの。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

第 75号議案 宗像市特定個人情報保護条例の制定について 

 

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（以下「番号法」という。）が施行されることに伴い、市が保
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有する特定個人情報の保護に必要な措置を講ずるため、個人情報保護条例

の特例を定める条例を制定するものである。 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 特定個人情報の定義、特定個人情報の取り扱い（収集、利用、保有な

ど）、情報の開示、訂正、利用停止、不服申立てなどを定めるもの。 

２ 特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報である。  

３ 実施機関が特定個人情報を収集することができるのは、番号法に該当

するもの（社会保障、税、災害など）のみであり、個人情報保護条例と

比べて限定的である。 

４ 特定個人情報については、個人情報保護条例では認められていなかっ

た本人の委任による代理人も開示請求をすることができる。運用にあた

っては、本人確認と同様に代理人の本人確認を実施する。 

５ 番号法に規定されている罰則が適用されるため、条例では罰則を規定

していない。番号法では懲役刑も整備されている。 

６ 安全確保の措置については、データに関する機械的な予防措置、ウィ

ルス対策、データの暗号化、職員の認証制度化、研修等を行っている。

また、県の指導を受けながら住民情報システムをネットワークから隔離

する作業などに取り組んでいる。 

７ 市民への啓発は昨年から取り組んでおり、チラシの全戸配布、住民説

明会の開催、広報紙への掲載などを行っている。 

８ 個人情報は各機関で分散管理し、情報のやり取りは暗号化した符号で

行うため、特定個人情報にひも付けされた情報は容易に抜き出せない仕

組みとなっている。また閉鎖されたネットワークの中で情報をやり取り

するため、サイバー攻撃を受ける可能性は低い。 

９ システム設計業務、カード交付業務などに関する市の費用負担は、平

成２６年度から３ヵ年で１億６，７００万円程度、これに対する国の補

助金は８，４００万円程度になる予定である。 

 

【意  見】 

（賛成意見） 

・各機関が別々に所有している所得や年金、社会保険などの個人情報を一

元的に管理するマイナンバー制度の運用が開始すると、行政手続きの簡

素化や利用者一人ひとりに対応した情報の提供を受けることができるな

ど、住民サービスは大きく向上する。ただし、現状は制度に関する国民

の理解が進んでいないので、それを前提に行政のサポートを進めてもら

いたい。 

（反対意見） 

・マイナンバー制度は、市民の個人情報を効率よく把握できるというメリ

ットがある反面、情報漏えいにより、個人のプライバシーが侵害される

リスクは大きい。制度開始までの準備期間も短く、様々な不安が残され

たままである。現段階ではまだ十分に準備が整っていないので、この制

度の運用は中止するべきである。 

 

【審査結果】 

委員会は、賛成多数で原案のとおり可決した。 

 

 

第 76号議案 宗像市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等が施行されることに伴い、宗像市手数料条例の一部を改正す

るものである。 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ １０月５日から交付を開始する通知カードの再発行手数料について、

１枚につき５００円と定める。  

２ 住民基本台帳カードの交付が本年１２月末で廃止されるため、住民基
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本台帳カードの交付手数料の項目を削除し、１月１日から交付を開始す

る個人番号カードの再交付手数料について、１枚につき８００円と定め

る。 

３ 通知カードは地方公共団体情報システム機構が１０月３日までの住民

基本台帳のデータをもとに、印刷、封入、発送を行う。 

４ 通知カードは世帯ごとに簡易書留で市民に送付されるが、宛先不明等

で返戻された分については、市で調査を行い本人に交付する。 

５ ＤＶ等で住民基本台帳とは異なる住所に居住している場合は、事前に

居所情報を登録申請する制度があり、現在関係課が連携して確認を行っ

ている。 

６ 個人番号カードの交付を希望する場合は、申請書を郵送、又はインタ

ーネットで申請する。来年１月１日以降に本人が市役所でカードを受け

取る必要があるが、代理人に委任する制度もある。 

７ カードの紛失、盗難等で、個人番号が悪用される可能性がある場合に

は、申請により個人番号を変更することが可能である。 

 

【意  見】 

（賛成意見） 

・個人番号カードの受け取りについては、本人又は代理人が市役所に出向

く必要があるが、相当数の来庁者が予想される。新しいシステムをスム

ーズに稼働できるよう、カードの交付が開始される１月の土曜、日曜に

担当窓口を開設し対応するなど、行政の全面的なサポートをお願いした

い。 

（反対意見） 

・国民の個人情報の保護が１００％できるとは言えない中で、マイナンバ

ー制度を導入するべきではないと考える。国は費用対効果も明らかにし

ておらず、制度そのものに問題があるので、この条例案にも反対である。 

 

【審査結果】 

委員会は、賛成多数で原案のとおり可決した。 

第 77号議案 字の区域の変更について 

 

本案は、造成事業に伴い字の区域を変更するため、地方自治法に基づ

き、議会の議決を求めるものである。 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 都市計画法に基づく開発行為により造成された区域について、関係

する自治会、開発業者の要望及び現地調査に基づいて、字の区域を変

更する。変更内容は、曲、宮田一丁目の一部を自由ヶ丘七丁目に編入

するもので、対象は２２区画である。 

２ 今回の変更により、当該地区の小学校区は南郷小学校から自由ヶ丘

小学校に変わる。市民課と教育委員会との事前の協議は行っていない。 

３ 関係区長とは十分な協議を行い、同意を得ている。自由ヶ丘区から

は入居者は自治会に加入することなどの条件提示があった。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

 

第 78号議案 財産の取得について 

 

本案は、消防ポンプ自動車２台を購入するため、平成２７年８月４日指

名競争入札により契約の相手方を定めたが、その者と物品売買契約を締結

するに当たり、宗像市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

【審査内容】 

明らかになった主な事項は次のとおり。 
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１ 取得する財産の種類等 

  消防ポンプ自動車（ＣＤ－１型）２台 

２ 取得価格 

  ３７，８１２，３６０円 

３ 契約の相手方 

  福岡市中央区平尾三丁目１７番６号 

  ジーエム市原工業株式会社 

  代表取締役 澤田
さ わ だ

悦
よし

幸
ゆき

 

４ 履行期間 

  契約効力の発生日の翌日から平成２８年３月１８日まで 

５ 入札の概要 

  指名競争入札、入札参加者７者 

６ 配置先 

  ３分団（赤間西地区）、１２分団（神湊地区） 

７ その他 

（１）法定耐用年数は５年だが、走行距離が短く、ポンプの使用頻度も尐

ないため、各自治体の判断で年数を決定し買い替えを行っている。

２０年を超えるとメーカーからのポンプの部品の供給が不可能にな

るということもあり、本市では２０年で更新することとし、それに

基づき随時更新している。 

（２）格納庫の更新については、消防ポンプ車の全国的な統一基準がほぼ

変わっていないため、車体が大きくなったという理由での建て替え

はない。老朽化や耐震性に問題がある場合などに随時更新を行って

いる。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 


